
細街路拡幅整備協議番号（    －   ）  

第２ 号様式 

区による道路拡幅整備の主要な要件への確認書 

  年  月  日 

 

建 築 主 氏名               

 

 

次の項目をご確認の上、 右下に建築主の記名をお願いいたし ます。  

※本書の内容は必ず、 土地所有者、 現場監督等と 共有し く ださ い。  

 

・ 道路拡幅整備工事希望時期の 1. 5 か月前に、 必要事項を 記入し た「 拡幅整備工事委託申請書」 を窓口へ

ご提出く ださ い。 提出後、 当区職員、 当区委託測量業者、 当区委託道路拡幅整備業者、 拡幅整備工事委

託申請書に記載の現場監督の四者で測量立会（ 必要に応じ て、後退用地のレ ベル調整） を行います。（ 私

道の場合、測量立会はございません。後退用地のレベル調整が必要な場合は、拡幅整備工事委託申請書

にその旨記載く ださ い。）  

・ 道路拡幅整備を行う タ イ ミ ングは、 足場解体後、 かつ、 水道・ ガス引込完了後（ 電柱や街路灯などの移

設がある場合は、 原則、 それら の移設後） です。 また、 外構工事の前を推奨し ています。  

・ 後退用地内の塀（ 共有塀含む）、 地盤面から 深さ 1. 2mまでの埋設物（ 土間、 水道メ ータ ー、 メ ータ ーボ

ッ ク ス、 点検口、 掃除口、 汚水ます、 民石、 民金属標、 木杭、 石杭、 御影石など） は道路拡幅整備工事

までに撤去・ 移設を行っ てく ださ い。  

・ 民民境界を 示す民石、 民金属標、 木杭、 石杭、 御影石などは、 当区で撤去・ 復旧するこ と はできません

ので、 申請者にて道路拡幅整備工事前までの仮撤去及び道路拡幅整備後の復旧をお願いいたし ます。  

 

---------------------------道路拡幅整備工事までの流れ--------------------------- 

 

細街路拡幅整備協議後 建築確認申請の提出／確認済証の交付、 着工、 支障物の撤去又は移設 

↓  

拡幅整備工事委託申請書 道路拡幅整備工事希望時期の 1. 5 か月前に窓口に提出 

↓  

測量立会（ 区道の場合）  

土地境界図（ 寄付の場合）、 道路区域図（ 無償使用承諾の場合） 作成のため、 現

場で立会を 行います。 当区作成の図面で申請者の了解が取れ次第、 寄付申出書

一式または道路用地無償使用承諾書一式を 現場監督等に送付いたし ます。  

↓  

道路拡幅整備工事 当区委託道路拡幅整備業者にて道路拡幅整備工事を行います。  

↓  

拡幅整備工事完了 

区道で、 寄付または無償使用承諾の場合は、 寄付申出書一式または道路用地無

償使用承諾書一式を 収受し 次第、 道路境界または道路区域を 示す区金属標を設

置し ます。 その後、 道路区域に編入する手続き を行います。 すべての手続き が

完了し た後、 完了通知書等を土地所有者宛に送付いたし ます。  
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